






























資 料 編



１ 県消費生活センターの相談件数

　令和７年度における県消費生活センターへの相談件数は4,803件で、前年度比では10％増加と
なった。
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２　相談の多い商品・役務（サービス）

R５年度

件   数 構成比 件  数 構成比 増減数 増減率 件数

1 商品一般（迷惑メール、フィッシング詐欺等） 484 10.1% 537 12.3% -53 -9.9% 574

2 化粧品 349 7.3% 282 6.5% 67 23.8% 373

3 役務その他 256 5.3% 262 6.0% -6 -2.3% 254

4 健康食品 207 4.3% 215 4.9% -8 -3.7% 196

5 相談その他 203 4.2% 149 3.4% 54 36.2% 170

6 賃貸アパート・借家等 157 3.3% 135 3.1% 22 16.3% 141

7 インターネット通信サービス 142 3.0% 123 2.8% 19 15.4% 96

8 融資サービス 136 2.8% 119 2.7% 17 14.3% 138

9 移動通信サービス 133 2.8% 110 2.5% 23 20.9% 114

10 自動車 109 2.3% 92 2.1% 17 18.5% 143

11 他の金融関連サービス 104 2.2% 93 2.1% 11 11.8% 104

12 他の住宅設備 104 2.2% 16 0.4% 88 550.0% 21

13 工事・建築（住宅等） 94 2.0% 105 2.4% -11 -10.5% 136

14 理美容 87 1.8% 35 0.8% 52 148.6% 79

15 他の教養・娯楽 85 1.8% 103 2.4% -18 -17.5% 149

16 紳士・婦人洋服 83 1.7% 59 1.4% 24 40.7% 87

17 電報・固定電話 81 1.7% 55 1.3% 26 47.3% 48

18 医療 79 1.6% 64 1.5% 15 23.4% 66

19 内職・副業 62 1.3% 48 1.1% 14 29.2% 59

20 電気 59 1.2% 50 1.1% 9 18.0% 57

4,803 4,365 438 10.0% 4,984

　「商品一般（迷惑メール、フィッシング詐欺等）」、定期購入によるトラブルが多い「化粧品」や「健康食品」、「役務そ
の他（占い、サポート契約等）」の件数が、いずれも５年連続で上位を占めた。
　相談件数の最も増加した商品・役務は、「他の住宅設備（分電盤やブレーカー等）」、次いで「化粧品」であった。

（単位：件）

順位
R６年度 対前年度比

合計

商品・役務（サービス）名
R７年度
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３　販売購入形態別相談状況

（単位：件）

件   数 構成比 件   数 構成比 増減数 増減率

 通信販売 1,566 32.6% 1,411 30.8% 155 11.0% 1,734

 電話勧誘販売 326 6.8% 284 6.2% 42 14.8% 219

 訪問販売 230 4.8% 261 5.7% -31 -11.9% 266

 マルチ商法（連鎖販売取引） 35 0.7% 43 0.9% -8 -18.6% 43

 訪問購入 28 0.6% 30 0.7% -2 -6.7% 33

 送り付け商法（ネガティブ・オプション） 9 0.2% 15 0.3% -6 -40.0% 9

 その他無店舗 123 2.6% 109 2.4% 14 12.8% 110

　　　　小　　　　計 2,317 48.3% 2,374 51.8% -57 -2.4% 2,299

 店舗購入 651 13.6% 577 12.6% 74 12.8% 716

 不明・無関係 1,834 38.2% 1,635 35.7% 199 12.2% 1,894

４　主な販売手口　

（単位：件）

件   数 構成比 件   数 構成比 増減数 増減率

1 点検商法 120 2.5% 62 1.4% 58 93.5% 24

2 利殖商法 84 1.7% 73 1.6% 11 15.1% 86

3 サイドビジネス商法 77 1.6% 94 2.0% -17 -18.1% 122

4 無料商法 54 1.1% 95 2.1% -41 -43.2% 62

5 次々販売　 17 0.4% 11 0.2% 6 54.5% 13

6 展示販売 12 0.2% 13 0.3% -1 -7.7% 5                                                                                                                                

7 当選商法 8 0.2% 26 0.6% -18 -69.2% 16

8 過量販売 5 0.1% 7 0.2% -2 -28.6% 5

9 景品付販売 4 0.1% 6 0.1% -2 -33.3% 7

10 アンケート商法 1 0.0% 5 0.1% -4 -80.0% 11

　 「点検商法」が前年度比９３．５％と大幅に増加した。次いで、「次々販売」が前年度比５４．５％増加、
「利殖商法」が前年度比１５．１％増加した。

　 「電話勧誘販売」が前年度比14.8％、「通信販売」が前年度比11.0％増加した。
　 「通信販売」が全体の3割以上を占め、高止まり傾向にある。
　 また、「電話勧誘販売」が近年増加傾向にあり、前年比14.8%増加した。

順位 販売手口

対前年比
区　　　分

R７年度 R６年度

R７年度 対前年比

無
店
舗
販
売

R５年度
件数

R５年度
件数

（１つの相談に対し複数の販売手口が関係する場合は、その全てを計上。）

R６年度
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５　相談者の属性

■性別等

■年代別

■職業別

　

　相談者は、男性より女性の割合が高くなっている。

　高齢化の進展等もあって、６０歳代以上からの相談割合は高い。

　　前年度と比較すると、給与生活者の割合は増加している。
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６　契約当事者の属性

■性別等

■年代別

①融資サービス（多重債務等）

■職業別

②放送・コンテンツ等（携帯電話等の架空請求） ①融資サービス（多重債務等）

　

　契約当事者においても、男性より女性の割合が高くなっている。

　高齢化の進展等もあって、６０歳代以上が契約者である割合が高い。
　未成年と２０歳代が相談者である割合より契約当事者である割合が高いのは、家族等から未成
年と２０歳代の契約について相談が寄せられているためと考えられる。

　　前年度と比較すると、給与生活者の割合は増加している。
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７　契約当事者の性別・年代別の状況

■男性

総件数
(前年度)

１　位 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位

10

代 55件

以下 (47) １０件 ６件 各３件

２０
●他の金融関連
サービス

③自動車
①融資サービス

歳 141件

代 (115) １３件 １２件 １１件 １０件 各９件

３０
①商品一般 ●玩具・遊具

歳 144件

代 (88) １４件 １３件 ８件

４０
①融資サービス
●相談その他

歳 182件

④移動通信サービ
ス

代 (164) １４件 各９件

５０ ③化粧品

歳 243件

代 (264) １６件 １３件 １２件

６０
②化粧品 ④インターネット

通信サービス
②健康食品 ●移動通信サービ

ス

歳 360件

代 (362) ３６件 ２８件 １８件 １７件 １６件

７０

歳 672件

以上 (557) ７５件 ４８件 ３９件 ２５件 各２１件

※丸数字は昨年度の順位、●は昨年度順位が６位以下を示す

③商品一般

①商品一般

①商品一般 ②健康食品

①商品一般

　１０代以下では昨年度に引き続き「他の教養・娯楽その他（ゲーム、出会い系等）」が１位となった。
　２０歳代～４０歳代では「賃貸アパート・借家等」に関する相談が上位となった。

②賃貸アパート・
借家等

①他の教養・娯楽
その他（ゲーム、
出会い系等）

●紳士・婦人洋服

●役務その他 ⑤賃貸アパート・
借家等

②商品一般

②融資サービス

●教養娯楽品その他

⑤商品一般
③娯楽等情報配信サービス

各４件

⑤化粧品
●自動車
●内職・副業

各７件

●賃貸アパート・借家等

●インターネット通信サービス
④自動車
②役務その他

１１件

●インターネット
通信サービス

④移動通信サービ
ス
③役務その他

●自動車
②健康食品

１５件

●インターネット
通信サービス

●他の住宅設備

－６－



■女性

総件数
(前年度)

１　位 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位

10
⑤理美容（脱毛
エステ等）

①化粧品 ①健康食品

代 55件

以下 (53) ９件 ６件 ６件

２０ ●化粧品

歳 141件

代 (144) ２２件 １２件 ９件

３０ ①商品一般

歳 144件

代 (145) １３件 　　１０件 ８件

４０
●理美容（脱毛エ
ステ等）

③健康食品

歳 182件

代 (170) ２４件 １９件 １４件 １２件 ９件

５０

歳 243件

代 (264) ６２件 ２２件 １９件 １７件 １５件

６０ 　

歳 360件

代 (360) ７４件 ３３件 ２３件

７０

歳 672件

以上 (592) ６９件 ６０件 ４１件 ３５件 １９件

※丸数字は昨年度の順位、●は昨年度順位が６位以下

　女性の相談では、広い世代で美容やダイエットに関する「化粧品」に関する相談が上位に入っている。
　１０歳～４０歳代では、「理美容（脱毛エステ等）」に関する相談が上位となった。

⑤理美容（脱毛
エステ等）

④内職・副業

①商品一般
●役務その他

各４件

①賃貸アパート・借家等

②商品一般

②化粧品

③健康食品

①商品一般

③健康食品

②商品一般

①化粧品

①化粧品 ④役務その他

③健康食品 ④役務その他●他の住宅設備

●紳士・婦人洋服

各１４件

⑤役務その他
●相談その他

③役務その他
●賃貸アパート・
借家等

①化粧品 ②商品一般

①賃貸アパート・
借家等

●融資サービス

１０件

④理美容（脱毛
エステ等）

③内職・副業
●役務その他

各１１件
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８　危害・危険に関する相談

件数

（※１） 第１位 化粧品 28件

第２位 医療 11件

第３位 健康食品 8件

（※２） 第１位 自動車 6件

第２位
・食生活機器
・空調・冷暖房・給湯設備

各2件

【危害に関する相談の例】

○

○

○

【危険に関する相談の例】

○

〇 ラミネーターを使っていたところ、焦げ臭いにおいがして動かなくなった。危険だ。ど
うしたら良いか。

ＳＮＳで購入したネックレスで金属アレルギーによる痒みが出て、事業者へ返品の
連絡したが応じて貰えない。

モバイルバッテリーから異音がした。確認したところ、接続部分が触れない程熱く
なっていた。

危害

危険

（※１）　「危害」とは商品の使用により人体に危害が及んだもの。
（※２）　「危険」とは危害には至らなかったが人身事故の恐れがあるもの。

通販で回数縛りのある白髪染めを注文した。使ってみたら肌に合わず頭皮にブツブ
ツができた。販売会社は返品に応じてくれない。

ポータブル電源を保管していたら煙が出た。保管場所から取り出したら、火が出て
畳が焦げ、足にもやけどをした。

80件 65件 72件

18件 8件 9件

Ｒ７年度 Ｒ６年度
件数

Ｒ５年度
件数相談の多い商品・役務（サービス）

区分

－８－



９　商品テストに関する処理状況

【苦情処理テスト】

苦情処理テスト実施件数　　　 3 件

Ｎo. 相談内容 テスト内容

1

・コートの裏地破れ
16年前にプレゼントされたコートをクリーニン
グに出したら裏地がボロボロになった。

目視およびマイクロスコープで観察、撮影、記録し
た。裏地はボンディング生地で、はく離、縮み、再付
着、生地の分離が見られ、表生地にぶく付きがが
見られた。経年により接着樹脂が劣化し、クリーニ
ングにより顕在化したと考えられた。

2

・合皮コートの被膜剥がれ
10年前に購入したムートン風のコートをクリー
ニングに出したら袖口の合皮部分が剥がれて
いた。

目視およびデジタルカメラで撮影・記録、観察した。
被膜の浮き、剥がれが観察され、経年劣化がク
リーニングにより顕在化したと考えられた。

3

・掃除機ヘッドのLEDライトの不具合
10回ほどの使用でLEDライトの光が弱くなり、
ヘッドの半分までしか届かなくなった。

光の当たり方や素材、色の異なる床材において、
どのようにLEDの光が届くかをデジタルカメラで撮
影、記録、観察を行った。常にLEDの光はヘッドの
端を越えて届いているが、光の当たり方や床の材
質や色によってLEDの光の見え方が異なることが
分かった。

【技術回答】

分野 相談件数 主な相談事例

衣 19
・オーダーメイドインソールで痛み　・クリーニングの保管料
・宅配クリーニングでベルト紛失　・偽ブランド品のジャケット

食 18
・輸入加工食品に指定外添加物　・機能性表示食品で体調不良
・米がおいしくない

住 71
・分電盤の訪問点検、交換　・太陽光発電システムの点検、交換
・モバイルバッテリーの異常　・エアコンの修理　高額、直らない
・ヒートポンプ式給湯器の騒音　・籐の回転いすで転倒、骨折

その他 47
・ピアスによる金属アレルギー　・洗車用ブロアーから発煙
・中古車の不具合　・ネット購入の中古パソコンのトラブル
・化粧品、医薬部外品でかぶれ　解約できない

計 155
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用語解説

用語 解説

1 インターネット通信サービス
モバイル向けではないインターネット通信に関連するサービス。
インターネットの接続回線（光回線）やプロバイダの契約に関する相談などが大半を占める。

2 移動通信サービス 携帯電話等の移動通信及びそれらに関するサービス。

3 通信販売

店舗ではなく、新聞、雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ（インターネットオークションを含む）などに
よる広告や、ダイレクトメール、チラシなどを見た消費者から郵便、電話、ファクシミリ、インターネットなどの通
信手段で注文を受け、商品を販売する方法のこと。
（特定商取引に関する法律第２条第２項）

4 訪問販売

販売業者の営業員が一方的に消費者宅を訪問し、訪問先で商品（権利・役務を含む）の販売活動を行う小売
形態のこと。
キャッチセールス、アポイントメントセールス、ＳＦ商法などの営業員の訪問がないものも「訪問販売」としてい
る。
（特定商取引に関する法律第２条第１項第１号、第２号）

5 電話勧誘販売
販売業者が、個人宅や勤務先に一方的に電話をかけ、または特定の方法により消費者に電話をかけさせ、そ
の電話において商品の紹介や勧誘を行うことにより商品を販売する方法のこと。
（特定商取引に関する法律第２条第３項）

6 マルチ商法（連鎖販売取引）
販売組織の加入者が消費者に商品などを購入させて、その販売組織に加入させることによりマージンを得る
仕組みの商法。これを繰り返すことにより、販売組織がピラミッド式に拡大していく。
（特定商取引に関する法律第３３条）

7 訪問購入

営業員が訪問してきて、自宅にある物品（貴金属等）を買い取る形態のこと。
震災後、強引な勧誘方法や買い取り額の妥当性が問題となり、特定商取引に関する法律で規制されることと
なった。
（特定商取引に関する法律第５８条の４）

8 送り付け商法
ネガティブ・オプションともいう。
注文していないにもかかわらず商品を一方的に送りつけ、受けとった消費者に購入しなければならないものと
勘違いさせ、料金を支払わせることを狙った商法。代金引換郵便を悪用したものもある。

9 その他無店舗
店舗ではないところ、または店舗とはいえないような場所（自動販売機、野菜の無人スタンドなど）。また、ホテ
ルや集会場など通常店舗とは考えられない場所で２日以上の期間に渡って行われる展示会などで購入した場
合。

10 無料商法

「無料のお試しサービスです」「今なら無料で体験できる」などのセールストークや広告により高額な商品・サー
ビスを売りつける商法のこと。
　近年は、初回が無料や格安とうたい、複数回の購入や２回目以降の高額の支払いを求める「定期購入」のト
ラブルも増加している。

11 サイドビジネス商法
「内職・副業になる」などのセールストークで何らかの契約をさせる商法で自分で仕事や作業を行うものに限
る。ただし、投資や出資をするものや雇用されるものは含まない。

12 点検商法

「点検に来た」と来訪し、「使用できない」「修理不能」「早めに代えないと危険」など不安をあおって商品やサー
ビスを契約させる商法のこと。
白あり駆除、消火器、ガス漏れ警報機、火災警報機、換気扇などの商品やサービスが多く、いかにも関係機関
から来たように見せかけている場合も多い。

13 利殖商法

「値上がり確実」「必ず利益が出る」など儲かることを強調して契約させる商法のこと。
　特に自宅にいることが多い高齢者をターゲットに、電話勧誘販売や訪問販売で契約させるなど高齢者の貴
重な老後の生活資金をねらい打ちにした悪質な手口が増えている。
　近年は、全年齢層において「楽に短期間で高収入」などをうたう情報商材にかかるトラブルが増加している。

14 当選商法

「当選した」「景品が当たった」「あなただけが選ばれた」など「自分だけ」という優越感をくすぐって消費者に近
づき、高額な商品やサービスの契約をさせる商法のこと。
最近では、高齢者をターゲットに、あたかも海外の宝くじに当選したようなダイレクトメールやエアメールを送
り、当選金を受け取るための保証金を支払わせる手口や、携帯電話の懸賞サイトを名乗り当選メールを送っ
て保証金を支払わせる手口もある。

15 次々販売 一人の消費者に次から次へと契約をさせる販売方法のこと。

16 景品付販売 景品を付けることを販売勧誘の手段にしていて、景品の価格が高額である場合

17 アンケート商法 「アンケートに答えてください」「アンケートをとるだけです」等と言って消費者に接近して売りつける商法のこと。

18 展示販売
展示会や展覧会での販売。
会場の個室などで長い時間、勧誘を行ったり、展示されている物が「特別な物で２つしかない。」などと消費者
に勘違いをさせ、高価格で契約させるなどを行うことがある。

19 過量販売 商品や役務を必要以上に多く販売する販売方法。
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